
 

燕市告示第 １９１ 号 

 

 燕市帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱（令和 6年燕市告示第 98号）

の一部を次のように改正する。  

  令和 ７ 年 ３ 月３１日 

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 第2条第1号を次のように改める。  

 (1) 予防接種の接種日において、燕市に住民登録を有する 50歳以上で定期

接種対象以外の者  

 第2条中第2号を第4号とし、第1号の次に次の2号を加える。 

 (2) 接種日時点に満18歳以上で、帯状疱疹に罹患するリスクが高く、医師

が接種を必要と認めた者 

(3) 定期接種対象者のうち広域的個別予防接種委託医療機関で接種した者  

 第4条を次のように改める。  

 (協力医療機関) 

第4条 この事業は、次の医療機関と協力して行うものとする。  

 (1) 市と助成金の代理受領に関する契約を締結した医療機関並びに燕市医

師会の管轄内に所在する病院及び診療所 (以下「受託医療機関」とい

う。) 

 (2) 前号を除く受託医療機関以外の医療機関 (以下「受託外医療機関」と

いう。) 

 第5条の表を次のように改める。  

 

 

 

 

 



 

ワクチンの種

類 

助成回数 助成金の額 

任意接種 定期接種 

生ワクチン 1回 予防接種にかかる費用の 2

分の 1の額 (その額に 1円未

満 の 端 数 が 生 じ た と き

は、これを切り捨てた額) 

市が設定する

「受託医療機関

での自己負担

額」との差額 

不活化ワクチ

ン 

2回 

 第 8条中「以外の医療機関で」を「外で」に改め、「接種費用を」を「請

求された接種費用を全額」に改める。  

 様式第1号を次のように改める。  



 

 



 

 様式第2号を次のように改める。  

 



 

 様式第3号を次のように改める。  

 



 

 

   附 則 

 この告示は、令和7年4月1日から施行する。 

 


